
②
自
筆
履
歴
書（
指
定
様
式
２
）

③
職
務
経
歴
書
（
様
式
任
意
・

　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
掲
載
）

④
各
資
格
免
許
証
の
写
し
ま
た

　

は
資
格
取
得
見
込
証
明
書

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
９
６
３

−

７
７
５
２

　

三
春
町
字
六
升
蒔
68
番
地

　

社
会
福
祉
法
人
田
村
福
祉
会

　

本
部
事
務
局

☎
６
１

−

２
７
６
１

※
施
設
の
情
報
な
ど
詳
し

く
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（http://w
w

w
.tfa.server-

sh
ared

.com
/p

u
b

lic_
htm

l/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

書
類
選
考
後
に
合
否
結
果
を

ご
連
絡
し
ま
す
。

　

次
回
選
考
（
小
論
文
お
よ
び

面
接
）
に
進
む
方
に
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
追
っ
て
ご
連
絡
し

ま
す
。

・
小
論
文
お
よ
び
面
接
試
験

■
応
募
方
法

田
村
福
祉
会
各
事
業
所
ま
た

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
指
定

の
申
し
込
み
用
紙
を
取
得

し
、
９
月
６
日
㊊
ま
で
に
必

要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
当
日
消
印
有
効
）

■
提
出
書
類

①
職
員
採
用
試
験
受
験
願
書　

　
（
指
定
様
式
１
）

※
８
月
28
日
㊏
、
29
日
㊐
は
午

　

前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

８
月
27
日
か
ら
９
月
２
日
ま
で

の
７
日
間
を
全
国
一
斉
「
子
ど

も
の
人
権
１
１
０
番
」
強
化
週

間
と
し
て
、
い
じ
め
や
嫌
が
ら

せ
、
虐
待
、
体
罰
な
ど
子
ど
も

の
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
電
話

相
談
を
実
施
し
ま
す
。

　

相
談
は
、
人
権
擁
護
委
員
お

よ
び
法
務
局
職
員
が
応
じ
、
秘

密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
困
り

ご
と
や
悩
み
ご
と
な
ど
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
強
化
週
間
の
期
間
以
外

の
日（
㊏
㊐
㊗
を
除
く
。）で
も
、

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

15
分
ま
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
】

☎
０
１
２
０

−

０
０
７

−
１
１
０

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

■
期
間

８
月
27
日
㊎
か
ら
９
月
２
日

㊍
ま
で

■
時
間

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
７

時
ま
で

　

社
会
福
祉
法
人
田
村
福
祉
会

で
は
、
次
の
と
お
り
職
員
を
募

集
し
ま
す
。

■
募
集
職
種

介
護
職
員
、
看
護
職
員
、
生
活

相
談
員
、
介
護
支
援
専
門
員

■
採
用
人
員

【
介
護
職
員
・
看
護
職
員
】

　

若
干
名

【
生
活
相
談
員
・
介
護
支
援
専

門
員
】

　

若
干
名

■
採
用
予
定

　

令
和
４
年
４
月
１
日

■
応
募
資
格

各
職
種
と
も
に
、
次
の
条
件

を
す
べ
て
満
た
す
方

（1）
次
の
資
格
を
お
持
ち
の
方

（
資
格
取
得
見
込
み
可
）

【
介
護
職
員
】

　

介
護
福
祉
士

【
看
護
職
員
】

　

准
看
護
師
・
看
護
師

【
生
活
相
談
員
】

　

社
会
福
祉
主
事
・
社
会
福
祉

　

士
・
精
神
保
健
福
祉
士
の
い

　

ず
れ
か

【
介
護
支
援
専
門
員
】

　

介
護
支
援
専
門
員

（2）
法
人
内
の
各
事
業
所
へ
通
勤

可
能
な
方

■
試
験
日

　

９
月
25
日
㊏

■
選
考
方
法

・
書
類
選
考

　

提
出
し
て
い
た
だ
い
た
書
類

を
も
と
に
、
書
類
選
考
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ

う
！

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０

番
」強
化
週
間

令
和
４
年
度
社
会
福
祉

法
人
田
村
福
祉
会
職
員

を
募
集
し
ま
す

　免除または納付猶予の承認を
受けた期間がある場合は、保険
料を全額納付したときに比べ、
将来受け取る年金が少なくなり
ます。
　将来受け取る年金額を補うた
めに、10年以内であれば、後
から保険料を納めることができ
ます。
　 申 請 方 法 や 申 請 書 な ど は、
日本年金機構のウェブサイト

（https://www.nenkin.go.jp）
をご確認ください。
問郡山年金事務所
☎024-932-3434
問町民生活課
☎72-6933

～国民年金保険料の免除
期間・納付猶予期間があ
る方へ～
国民年金保険料の追納をお
すすめします！

国民年金コーナー

募　
　

集

2� ONOMACHI  August_2021


